
第１２期 第１回 府中市美術館運営協議会 次第 

 

令和５年２月５日（日） 

午後２時～ 
府中市美術館 講座室 

 

１ 開会 

 

 

２ 委嘱状の伝達 

 

 

３ 府中市美術館 館長挨拶 

 

 

４ 委員および事務局の自己紹介 

 

 

５ 正副会長の選出 

 

 

６ 諮問事項の伝達 

 

 

７ 議題 

  (1) 府中市美術館運営協議会について 

 

 

  (2) 府中市美術館について  

 

 

  (3) 諮問事項について 

 

 

  (4) その他 

 

 

８ 閉会 

 

 

［配布資料等］ 
 資料１ 第１２期 府中市美術館運営協議会 委員名簿 
 資料２ 関係法規 府中市美術館条例・府中市美術館条例施行規則（抜粋） 
 資料３ 第１２期 府中市美術館運営協議会 予定 
 資料４ 府中市美術館 要覧 
 資料５ 府中市美術館 年間スケジュール（令和４／２０２２．４～令和５／２０２３．３） 
 資料６ 第１１期 府中市美術館運営協議会 答申書 
 資料７ 府中市美術館 入館状況の推移（令和１～３年度） 
 資料８ 府中市美術館 歳入歳出事項別状況（令和１～３年度） 



資料１ 

 

 

第１２期 府中市美術館運営協議会 委員名簿 
（令和４/２０２２年１２月１６日 ～ 令和６/２０２４年１１月３０日） 

 

 

（選出区分別・五十音順・敬称略） 

№ 選出区分 所  属 氏  名 備考 

1 

学校教育関係者 

府中市立新町小学校 校長 髙橋 伸嘉 新任 

2 府中市立府中第三中学校 校長 持田 晃 再任 

3 

社会教育関係者 

原爆の図丸木美術館 

学芸員・専務理事 
岡村 幸宣 新任 

4 
世田谷美術館 副館長 

兼 学芸部長 
橋本 善八 再任 

5 国立新美術館 教育普及室長 真住 貴子 新任 

6 
家庭教育の向上に 

資する活動を行う者 

府中市立府中第一中学校  

ＰＴＡ会長 
水橋 佳也子 新任 

7 学識経験を有する者 美術史家・大学非常勤講師 隠岐 由紀子 再任 

8 

地域関係者 

府中市商店街連合会 加賀美 敦子 新任 

9 美術家 金田 実生 再任 

10 ボランティア地域美術 代表 吉田 裕子 再任 

11 

公募による市民 

瑞慶覧 香織 再任 

12 森下 英美 新任 

 



資料２ 

 

 

関係法規 府中市美術館条例・府中市美術館条例施行規則（抜粋） 

 

 

■府中市美術館条例 

（運営協議会の設置） 

第２２条 博物館法第２０条第１項の規定に基づき、府中市美術館運営協議会（以下「運営協

議会」という。）を美術館に置く。 

   ２ 運営協議会は、委員１２人以内をもって組織する。 

   ３ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

     （１）学校教育及び社会教育の関係者 

     （２）家庭教育の向上に資する活動を行う者 

     （３）学識経験を有する者 

   ４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

   ５ 運営協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

 

■府中市美術館条例施行規則 

（運営協議会の運営等） 

第１４条 条例第２２条に規定する府中市美術館運営協議会（以下「運営協議会」という。）

は、美術館の運営について、館長の諮問に応じ審議し、答申するほか、館長に対し

て意見を述べる。 

   ２ 運営協議会に会長及び副会長を置く。 

   ３ 会長及び副会長は、委員の互選による。 

   ４ 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。 

   ５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（運営協議会の会議） 

第１５条 運営協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

   ２ 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

   ３ 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

   ４ 会議は公開を原則とする。ただし、会長が必要があると認めるときは、これを非公

開とすることができる。 

 



 

資料３ 

 

 

第１２期 府中市美術館運営協議会 予定 

 

 

■令和５（２０２３）年２月  （第１回） 

 ・委嘱状の伝達 

 ・正副会長の選出 

 ・諮問事項の伝達 

 ・府中市美術館運営協議会についての説明（位置づけ・今後のスケジュールなど） 

 ・府中市美術館についての説明（設置目的、運営形態、事業内容、施設概要など） 

 ・諮問事項についての確認 

 

 

■令和５（２０２３）年８月頃 （第２回） 

 ・諮問事項にかかわる意見交換 ① 

 

 

■令和６（２０２４）年１月頃 （第３回） 

 ・諮問事項にかかわる意見交換 ② 

 ・各委員からの意見の整理・集約 

 

 

■令和６（２０２４）年５月頃 （委員４名程度による小委員会） 

 ・答申案の作成 

 

 

■令和６（２０２４）年８月頃 （第４回） 

 ・答申案についての審議 

 ・答申書の提出 

 


























